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東京都後期高齢者医療広域連合 

 

医師による不正請求について 
 

１ 概要 

医師小西悠太郎が高齢在宅患者や施設入所者への訪問診療を通じて薬剤を配薬する名目

で複数の薬局を欺き、または自身の医療機関における院内処方を通じて、癌治療薬など高額

薬剤を交付させ、実際には患者に渡さず自らの利益とした事件が発生した。 

当該詐欺行為を要因とした調剤報酬の支払いにより、東京都後期高齢者医療広域連合（以

下「広域連合」という。）が受けた損害は 13億８千万円余となる。 

既に、広域連合は、損害額１億 525万円余（以下「第１事件」という。）及び 12億８千万

円余（以下「第２事件」という。）について、同医師を被告として、東京地方裁判所に民事

訴訟（損害賠償請求）を提起し、令和７年５月 28日に判決を受け、令和７年６月 25日に判

決内容が確定している。また、令和７年９月 16 日に刑事事件としても警視庁に告発を行っ

た。その後、同医師は、９月末に逮捕され、本日、東京地方検察庁に送致された。 

 

２ 経緯 

（１） 発覚、その後の調査 

令和４年１月～３月、医療費等通知書が送付された複数の被保険者等から、覚えのな

い高額な医療費が記載されているとの連絡が広域連合に入った。同年４月以降、当該医

師が関与した調剤報酬明細書から広域連合が割り出した被保険者 56 名に対してアンケ

ートを行ったところ、そのうち 29 名の被保険者から支払った覚えのない高額な医療費

や覚えのない薬局名が医療費等通知書に記載されているとの回答を得た。また、29名の

うち 19 名の被保険者等から癌に罹患していないにもかかわらず、癌治療薬が処方され

ており、その薬が被保険者に渡っていないことが判明した。 

以後、広域連合は、調剤報酬明細書の件数が多い薬局等から、同医師に関する聞き取

り調査を行うとともに、薬局等から提供を受けた資料及び被保険者に係る調剤報酬明細

書等について継続的に調査・分析を行ってきた。 

（２） 警察、東京都との連携 

広域連合は、事件発覚当初より、迅速に、麹町警察署及び東京都指導担当に事件発覚

とその後の経緯、聞き取り調査や調剤報酬明細書の分析内容等、詳細の情報を伝え、連

携して対応を進めてきた。 

（３） 第１事件について（１回目の損害賠償請求） 

令和６年 11月 25 日、調剤報酬明細書の分析により被害額が明確となった 1 億 525 万

円余について第２回広域連合議会定例会にて「訴えの提起」の議案を上程し、議会の議

決を受けた。 

 令和７年１月 15日、第１事件に対する訴状を東京地方裁判所に提出した。 

（４） 第２事件について（２回目の損害賠償請求） 

令和６年 12 月、調剤報酬明細書全件の分析を進める中で、11 月に訴えを提起した不

正とは別に、更に 12億８千万円余の被害額が判明した。 

令和７年１月 28日開催の第１回広域連合議会定例会において改めて「訴えの提起」の

議案を上程し、議会の議決を受けた。 

令和７年３月７日、第２事件に対する訴状を東京地方裁判所に提出した。 



（５）民事事件 

令和７年５月 21日、第１事件及び第２事件を併合して、民事訴訟開始。５月 28日、広

域連合の訴え（13億８千万円余の請求）が認められる判決を受けた。 

（６）告発状の提出 

令和７年９月 16日、広域連合は、麹町警察署に対して告発状を提出した。 

３ 損害賠償請求額 

  13億 8,652万 8,115円 

  内訳 

（第１事件） １億 525万 5,898円 

（第２事件）12億 8,127万 2,217円 

４ 被告 

  小西 悠太郎（医師、医療法人社団たいな理事長、つなぐハートクリニック代表） 

  なお、つなぐハートクリニックについては、既に閉院している。 

５ 東京都後期高齢者医療広域連合の今後の対応 

  今後、民事事件としては損害賠償請求について、確定した判決に基づき、債権の保全回収

を進めていく。また、本事件についての原因究明を徹底して行い、同様の事案が生じないよ

う国や東京都、東京都国民健康保険団体連合会とも一層連携を強化し、早期に不正を把握す

る仕組みづくりを進めるとともに、新たに不正請求を検出するシステムを導入する等の対策

を検討していく。刑事事件については、引き続き、全面的に捜査に協力していく。 

６ 広域連合長のコメント 

  被告である医師が、訪問診療を通じて薬剤を配薬すると偽り、高額の薬剤を交付させて自

らの利益とする行為は、後期高齢者医療制度への信頼を失墜させる許しがたい犯行であり、

誠に遺憾です。本事件については、広域連合としても発生原因について十分に検証を行い、

同様の事件が起きないよう不正請求を検出するシステムを導入する等の対策を検討してい

くとともに、確定した判決に基づき、速やかに債権の保全回収に向けた手続きを進めてまい

ります。さらに、刑事事件としても、全面的に捜査に協力し、当該医師に対する厳正な処分

を求めてまいります。 

７ 問い合わせ先 

  保険部 給付管理課   ０３－３２２２－４４２２ 


